
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
公
益
信
託

に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
両
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

公
益
法
人
制
度
及
び
公
益
信
託
制
度
を
中
心
と
し
た
民
間
に
よ
る
公
益
活
動
の
一
層
の
活
性
化
の
た
め
、
両
法
の
趣
旨
、

新
た
な
税
制
措
置
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
関
係
者
を
始
め
広
く
国
民
に
対
し
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
両
法
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

二 

過
去
に
公
益
法
人
の
不
祥
事
が
相
次
い
だ
こ
と
に
鑑
み
、
不
適
切
な
事
案
に
対
す
る
行
政
庁
に
よ
る
監
督
等
を
厳
格
に
行

う
と
と
も
に
、
公
益
信
託
に
対
す
る
監
督
等
に
つ
い
て
も
公
益
法
人
と
共
通
の
行
政
庁
が
担
う
制
度
と
改
め
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
両
制
度
に
係
る
監
督
等
が
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
迅
速
か
つ
的
確
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。 

 

三 

公
益
法
人
の
財
務
規
律
に
係
る
判
定
、
公
益
信
託
の
認
可
等
に
つ
い
て
、
全
国
を
通
じ
て
統
一
的
か
つ
透
明
性
の
高
い
も

の
と
す
る
た
め
に
、
都
道
府
県
に
対
し
て
情
報
提
供
等
を
行
う
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四 

公
益
法
人
に
お
け
る
財
務
情
報
の
開
示
、
自
律
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
等
に
係
る
措
置
の
実
施
に
伴
う
事
務
手
続
や
人

材
確
保
等
に
つ
い
て
、
小
規
模
の
公
益
法
人
等
に
対
し
必
要
な
支
援
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五 

改
正
後
の
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
内
閣
府
令
等
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

公
益
法
人
の
関
係
者
を
含
め
広
く
国
民
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
運
営
実
態
等
を
十
分
踏
ま
え
る
こ
と
。 

 

令

和

六

年

四

月

四

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 



六 

既
存
の
公
益
信
託
の
新
た
な
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
公
益
信
託
の
関
係
者
の
意
向
や
運
営
実
態
等
を

十
分
踏
ま
え
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


